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令和元年９月２０日 

墨田区立公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （行為の制限） 

第１３条 公園内では、次の行為をしてはな

らない。ただし、第１号から第５号までに

掲げる行為については、あらかじめ区長の

許可を受けた場合は、この限りでない。 

 ⑴～⑼ 〔略〕 

 ⑽ 喫煙（健康増進法（平成１４年法律第

１０３号）第２５条の４第２号に規定す

る喫煙をいう。）をすること（区長が別

に定める場所を除く。）。 

 ⑾ 前各号に掲げるもののほか、公園の管

理に支障がある行為をすること。 

 〔同左〕 

第１３条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴～⑼ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 ⑽ 〔同左〕 

  

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


